特別養護老人ホーム設置認可申請・指定介護老人福祉施設指定申請について
介護保険法改正に伴う大都市特例の創設により、平成２４年４月１日から介護保険法に基づく各種権限が大阪府から政令指定都市、中核市へ移譲されました。

つきましては、政令指定都市（大阪市、堺市）、中核市（東大阪市、高槻市、豊中市）において施設を開設する場合は、各政令指定都市、中核市へ認可、指定の手続きをしていただくこととなりますのでご注意ください。

なお、政令指定都市、中核市以外の市町村において施設を開設される場合は、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループでの以下手続きが必要となりますので、ご覧ください。
(1) 老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設置認可申請及び介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の指定申請を行う場合、別紙[申請１]及び[申請２]に記載の書類が必要になります。別添の[必要書類作成上の注意」を参考にして作成してください。　

(2) 認可・指定を受けるまで入所者を受け入れることはできません。開設までのタイムスケジュールを勘案の上、事前相談を含め余裕をもって申請してください。
　　　　例：４月１日開所の場合

開所の２～３月前：大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループに事前相談

３月　１日：建物検査・消防検査

　　　　　　　３月１０日：検査済証入手

　　　　　　　　　　　　　（主な備品の納入）

　　１１日：竣工・認可検査

　　１５日：設置認可・指定申請（開設日の２週間前までに申請が必要）

４月　１日：施設指定（入所者受入れ開始）

　　　　定款に社会福祉事業として当該施設が登載されていることが前提となりますので、新規法人の場合は既に登載されているかと思われますが、既存法人の場合は、申請前に定款変更できるように事前に手続きをしてください。
　　　　もし、上記タイムスケジュールが大幅に遅れ、申請が３月下旬となれば、施設指定日は５月１日となり、入所者の受入れもこれ以降しかできません。
　　　　従って、入所希望者に対して安易に受入開始日の約束をしないようご注意ください。
　　　　＊　設置認可には、診療所の開設許可証が必要となりますので、事前に、施設所在地の保健所に確認してください。

(3) 各項目の書類の前には白紙を入れて、そこに必ずインデックスを付けてください。

(4) 差し替えがしやすいようなファイルを使ってください。

(5) ファイルの表と背には「特別養護老人ホーム○○荘　認可申請書・指定申請書」と表題を記入してください。

(6) 〔申請１〕は２部作成し、１部は施設の控えにしてください。また、〔申請２〕については、〔申請１〕の書類の写しを使用し、別に１部作成してください。提出は〔申請１〕・〔申請２〕各１部ずつとしてください。

(7) 書類はすべてＡ４サイズにしてください。（平面図は除く）

(8) すべての書類が完備するまで申請の受理はできません。提出していただいた書類に不備があれば差し替える必要があり、その間、正式に受理できません。従いまして、できるだけ早期に書類を整えて施設指導グループに遅くとも２か月前（４月１日開所の場合は１月末日）までに事前相談にお越しください。

(9)　 併設する短期入所生活介護や介護予防短期入所生活介護、通所介護などの居宅サービス　　　事業所に係る申請については、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループへの　　　手続きが必要　となりますので、遺漏のないよう処理してください。
なお、平成23 年10 月から池田市、茨木市、箕面市、豊能町及び能勢町、平成24 年１月から、富田林市、河内長野市、柏原市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村に、介護保険法に基づく居宅サービス事業者の指定・指導等の事務が移譲されています。当該市における特別養護老人ホームに併設する短期入所生活介護や介護予防短期入所生活介護を開設する場合は、当該市へ指定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
（10）　平成２４年２月大阪府議会において、大阪府福祉行政事務手数料条例が一部改正されました。

　　　　つきましては、指定介護老人福祉施設の新規指定について、平成２４年１０月１日より手数料として３０，０００円をご負担いただくこととなりましたので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
